
■－－－ －

’

’

自
見
国
務

伊
吹
国
務

｜
’

’

’

’
１
１
１

人事記録済

挿札記入済’’
，

内 閣
ノ

／

尾
身
国
務
大
臣
２
脚
蝋

田
凹
囚
幽
■
閉
胆
鬮
圃
■
開
咽
。

谷
垣
国
務
大
臣
鋒

Ｊ

村
岡
国
關
朋
鬮
軍
服
脳
。

瓦上
杉

張
小
里

鈴
木

国
務
大
房
鋤

や
．

久
間
国
務
大
臣
ｊ
以
哨

亀
井
国
務
大
臣
炎

町
村
国
務
大
臣

錘

三
塚
国
務
大
臣

〃

下
稲
葉
国
務
大
臣
＊
．

藤

Ｉ
Ⅱ

１

島
村
国
務
大
臣
泌
緬
帥

’

堀
内
国
務
大
臣
咽
唇

上三

口
内
閣
総
理
大
臣

傘

典

内
閣
官
房
長
官

内
閣
官
房
副
長
官

崖
、
砺
嘱

’

陸

人
閣
議
壷
三
九
号

■

起案

平
成
九
年
一
○
月
三
号

裁
可

平
威
妃
年
一
ヶ
月
雲
一
戸
ロ

平
成

年
月
日

上
奏

平
成
川
四
年
一
○
月
皇
■

日

施
行

平
成
ル
年
一
》
月
二
一
一

日

一 I

決
定

平
成
拠
年
さ
月
二
四
日

4
そ
の
後
任
と
し
て
、
内
閣
は
最
高
裁
判
所
判
事
山
口
繁
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
指
名
し
、
左
の
と
お
り
閣
議



１
－
１

’

1

1’

1

’’
’’

’

’
1

－
一

－

’内 閣

●

Ｉ

最
高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

｜
‐

最
高
裁
判
所
判
事
山
口
繁
、



司 ’ 裁 判 所
一

〃 ｜｜ 〃 ｜ 〃

1年
〃

出
生
地

現
住
所

〃 〃

本
籍

〃 〃 〃 I 〃

一
一
一

一
一
一
一
一 ○

一

一

五 九
ｐ
一
つ

計 |
| I

ll

～！

､

１１１

1

1"" 〃 〃 〃 一

○五’ ’四四 四 四
一
一
一

〃 〃 I 〃 二
一

一

八

一

○
《
ハ 四 四

一

－

１
１

大
分
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
大
分
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
。
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

事

ﾛ

■
｜

’

L3

1唾L－ ’

出
生
の

年
月
日

旧
氏
名
名氏

項

山や昭

和

七

年

１
１
１
１

圭
一
か■

も
■
Ⅳ
１

１
Ｉ

内｜ 〃 ｜ 〃 ｜ 〃
内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

み
、
一
つ

口〃

’

庁

一
一

｜

’閣
月
四
日

し
げ
る繁i - h!

I ，

1互一＝44

名

’



2丁

〃

四
4■■■■■

一

〃 〃 〃 〃

四
一

〃

九

〃 〃 〃

八

〃

七

昭
和
三
五

年
号

四

〃 〃 〃

四 四

〃 〃

四 四 五
月

五

〃 〃 〃

九

一

○

〃 〃

一
｛
ハ

一

○
日

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

札
幌
高
等
裁
判
所
函
館
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
高
等
裁
判
所
判
事
の
職
務
代
行
を
命
ず
る

兼
ね
て
函
館
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

函
館
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

函
館
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

大
分
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所
庁
名

裁 判 所

山
口
繁



3丁

〃

四
五

〃 〃

四
四

” 〃

四

〃 昭
和
四
二

年
号

九 七
一
ハ

〃

一
一

〃

四
月

一
一
ハ 一

一
一

" 一

七

〃

一

ノ、‐

日

‐

昭
和
四
十
五
年
十
月
十
九
日
出
発
一

縄
へ
出
張
を
命
ず
る

め
昭
和
四
十
五
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で
沖

沖
縄
の
本
邦
復
帰
に
伴
う
司
法
行
政
関
係
事
項
の
調
査
の
た

兼
ね
て
裁
判
所
書
記
官
研
修
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

札
幌
高
等
裁
判
所
函
館
支
部
勤
務
を
命
ず
る

札
幌
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
官
を
免
ず
る

兼
ね
て
函
館
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

函
館
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了 事
項

〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

最
高
裁
判
所

内
閣 庁

名

裁 判 所

山
口
繁



4丁

〃 〃 〃

五
一

〃

四
九

〃 〃 〃 昭
和
四
七

年
号

〃

｛
ハ 五 五

〃

五

〃

四
月

一

一

五 一 一 一

一

五 一

〃

一

日

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
免
じ

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
民
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
事
務
局
長
の
兼
務
を
免
ず
る

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

戸

昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
三
日
帰
着
ｰ

事

項

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

庁
名

裁 判 所

山
口
繁



9

一

、

5丁

〃 〃 〃

五
五

〃

五
四

〃

五

〃 〃 〃 〃 〃 〃

五
一

一

昭
和
五
一

年
号

〃

九 一 一 一
一
ハ

〃 〃 〃

四 一 九
月

〃
一

一

五 一 一 一 一

〃 〃

｛
ハ 五 一

一

一

四
日

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

～

昭
和
五
十
二
年
十
月
二
十
二
日
帰
着
企

一

昭
和
五
十
二
年
九
月
二
十
一
日
出
発
グ

予
定
で
欧
米
各
国
へ
出
張
を
命
ず
る

欧
米
各
国
に
お
け
る
司
法
事
情
視
察
の
た
め
約
三
十
日
間
の

部
‐
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

裁 判 所

山
口
繁



裁 判 所

″
一
ハ
ー
ー

〃

一
ハ

一

〃

六
○

〃 〃 〃 昭
和
五
八

年
号

一
一
一

一
一
一

一
一
一 五

一
一
一

〃

一
一

月

一

五 一

一

五

一
一

一

五

〃

一

日

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
司
法
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

一

昭
和
五
十
八
年
九
月
八
日
帰
着
L

一

昭
和
五
十
八
年
九
月
一
日
出
発
聖

間
の
予
定
で
同
国
へ
出
張
を
命
ず
る

中
華
人
民
共
和
国
に
お
け
る
司
法
事
情
研
究
の
た
め
約
十
日

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

ﾄ

？

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

事
項

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

6丁

山
口
繁



司
－

裁 判 所

。

平
成
平
成

〃

昭
和
六
二

″

口
″

年
〃

１
１
１
１
Ｉ

一
ハ
ー
ニ

ウ

元元
一

ロ
言

〃 I 〃

月五 四 四

○

〃

日三 一
ハ 五

一

ｉ

Ｉ
－

１
１
Ｉ

法
制
審
議
会
強
制
執
行
制
度
部
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
家
庭
裁
判
所
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
甲
府
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

甲
府
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
総
務
局
長
を
免
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

’

I

I

〃

最
高
裁
判
所

内 法
務
省

〃

I 山
口

I

閣1

’ 鑿’’’ ロ ’
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裁 判 所
’

年
〃 〃 〃 〃 I 〃 ’1 〃

’

九
一
一
ハ

一
一
一

ｐ
一
つ
’

一
一
一

〃

月一
一
一

一
一
一

備
一
ハ

■■■■q

■■■■

〃一

○
日一

一
一 四 一 一

一＝－

－

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

J

Ⅱ■■■■■■■

－

零

■

|’

１

１
１

項

最
高
裁
判
所

内
閣

内 最
高
裁
判
所

最
高

〃 〃

庁

裁
判
所

山
口閣

雲
I ｜

’
溌
塞ミ

名

薬
■


